
様式 １ 公表されるべき事項

国立大学法人東京農工大学（法人番号1012405001281）の役職員の報酬・給与等について（令和7年度）

Ⅰ 役員報酬等について

1 役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

  ②  令和７年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
実績を含む。）

③ 役員報酬基準の内容及び令和７年度における改定内容

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

本学の主要事業は教育・研究事業である。

役員報酬水準を検討するにあたって、国家公務員のほか、人数規模が同規模（本学常勤教

職員約600人）である民間企業の役員報酬を参考にした。

（1） 事務次官年間報酬額 ： 23,235千円

（2） 民間企業役員の年間報酬 ： 29,096千円

期末特別手当について、その者の業績に応じ、経営協議会の議を経て、100分の10の範囲内

で増減することができることとしている。

本学役員報酬規程に則り、俸給及び諸手当（地域手当、通勤手当、期末特別

手当）としている。期末特別手当については、基準額（給与+地域手当+加算額）

に100分の172.5を乗じ、さらに基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の

在職期間に応じた割合を乗じて得た額とし、その者の業績に応じ、経営協議会

の議を経て100分の10の範囲内で増減することができることとしている。

なお、令和7年度は、一般職の職員の給与に関する法律の改正を参考に して、

12月の期末特別手当の支給率を0.016ヶ月分引き上げ、100分の174.1とした。

同上

本学役員報酬規程に則り、その勤務状況等を考慮して経営協議会の議を経

て俸給月額を決定することとしている。

法人の長と同じ

本学役員報酬規程に則り、その勤務状況等を考慮して経営協議会の議を経

て俸給月額を決定することとしている。
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２ 役員の報酬等の支給状況
令和７年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

19,241 11,856 5,607 1,778
(地域手当)

3月31日
※

千円 千円 千円 千円

16,380 10,040 4,748
1,506

86
(地域手当)
(通勤手当)

3月31日
※

千円 千円 千円 千円

16,620 10,040 4,748
1,506

325
(地域手当)
(通勤手当)

3月31日
※

千円 千円 千円 千円

14,434 8,636 4,101
1,295

400
(地域手当)
(通勤手当)

3月30日
◇

千円 千円 千円 千円

3,000 3,000 0
（ ）

4月1日

千円 千円 千円 千円

3,000 3,000 0
（ ）

4月1日

千円 千円 千円 千円

14,384 8,672 4,101
1,295

309
(地域手当)
(通勤手当)

千円 千円 千円 千円

3,000 3,000 0
（ ）

注１：総額及び各内訳は千円未満切り捨てとしているため、各内訳の合計額は総額とは必ずしも一致しない。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。

 役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄

法人の長

A理事

B理事

前職

D理事
（非常勤）

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

C理事

E理事
（非常勤）

A監事

B監事
（非常勤）
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３ 役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

【文部科学大臣の検証結果】

職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の国立大学法人、民

間企業等との比較などを考慮すると、役員の報酬水準は妥当であると考える。

本学は、基本理念である「MORE SENSE」（使命志向型教育研究－美しい地球持続

ための全学的努力）に基づき、学長のリーダーシップの下で、科学を基盤に人の価

値を知的 に社会的に最大に高める世界第一線の研究大学を目指している。

そうした中で、本学の学長は、職員数約600人の法人の代表として、その業務を総

理する とともに、校務を司り、所属職員を統督して、 経営責任者と教学責任者の職

務を同時に担っている。

学長の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬（29,096千

円）や事務次官の年間給与額（23,235千円）と比べてそれ以下となっている。

また、本学では、学長の報酬月額を法人化移行前の国家公務員指定職俸給表の

俸給 月額を踏まえて決定しているが、学長の職務内容の特性や職責の重さは上記

のとおり法人化移行前と同等以上であるといえる。 こうした職務内容の特性や職責

の重さ、民間企業等との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると考えられる。

本学の理事は、学長を補佐して各担当業務を掌理し、学長に事故があるときはそ

の職務 を代理し、学長が欠員のときはその職務を行う重責を担っている。

理事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬（29,096千

円）や事務次官の年間給与額（23,235千円）と比べてそれ以下となっている。

また、本学では、理事の報酬月額を法人化移行前の国家公務員指定職俸給表の

俸給月額を踏まえて決定しているが、理事の職務内容の特性や職責の重さは上記

のとおり法人化移行 前と同等以上であるといえる。 こうした職務内容の特性や職責

の重さ、民間企業等の比較を踏まえると、報酬水準は妥当 であると考えられる。

本学の理事（非常勤）は、知的資産経営担当及び社会連携推進担当として、学長

を補佐して担当業務を掌理する重責を担っている。 理事（非常勤）の報酬月額は、

理事（常勤）の報酬月額及び勤務状況等を考慮して決定しているが、理事（非常勤）

の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬（29,096千円）と比

べてそれ以下となっている。 こうした職務内容の特性や職責の重さ、民間企業との

比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると考えられる。

本学の監事（非常勤）は、法人の業務を監査し、その結果に基づき、必要に応 じて

学長又は文部科学大臣に意見を提出する重責を担っている。

監事（非常勤）の報酬月額は、理事（常勤）の報酬月額及び勤務状況等を考慮して

決定しているが、監事（非常勤）の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企

業の役員報酬（29,096千円）と比べてそれ以下となっている。

こうした職務内容の特性や職責の重さ、民間企業との比較を踏まえると、報酬水

準は妥当であると考えられる。

本学の監事（常勤）は、法人の業務を監査し、その結果に基づき、必要に応じて学

長又は文部科学大臣に意見を提出する重責を担っている。 監事（常勤）の報酬月額

は、理事（常勤）の報酬月額を考慮して決定しているが、年間報酬額は、人数規模が

同規模である民間企業の役員報酬（29,096千円）と比べてそれ以下となっている。

こうした職務内容の特性や職責の重さ、民間企業との比較を踏まえると、報酬水準

は妥当であると考えられる。

3



４ 役員の退職手当の支給状況（令和７年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

５ 退職手当の水準の妥当性について
【法人の判断理由等】

区分

【文部科学大臣の検証結果】

該当なし

６ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

理事

監事
（非常勤）

理事
（非常勤）

監事

該当者なし

該当者なし

該当者なし

理事
（非常勤）

監事

法人での在職期間

監事
（非常勤）

判断理由

該当者なし

該当者なし

法人の長

理事A

法人の
長

期末勤勉手当について、その者の業績に応じ、経営協議会の議を経て、100分の10の範

囲内で増減することができることとしている。
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Ⅱ 職員給与について
１ 職員給与についての基本方針に関する事項

③  給与制度の内容

④  給与制度の令和７年度における主な改定内容

２ 職員給与の支給状況等

① 常勤職員の数

注：常勤の在外職員、任期付職員及び再雇用職員を含む全ての常勤職員の総数

① 職員給与の支給水準の設定等についての考え方

② 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
の仕組み及び導入実績を含む。）

全常勤職員（令和８年４月１日時点）： 613人

うち同一の職種等により通年で給与が支給された職員（対象常勤職員）： 512人

本学職員の給与水準を検討するにあたって、国家公務員のほか、令和6年度職種別民間給与実態

調査によるデータのうち、企業規模別（本学常勤職員約600人）・職種別平均支給額を参 考にした。

（1）国家公務員：令和7年度において、国家公務員のうち行政職俸給表（一）の平均給与月額 は

414,480円となっている。

（2）職種別民間給与実態調査において、本学と同等の規模の事務係長の4月の平均支給額は

520,744円となっている。

上記（1）（2）に対応する本学職員の平均給与月額は346,840円となっている

昇給・昇格の実施及び勤勉手当の成績率の判定にあたっては、本学の人事評価制度による評

価の結果等を考慮している。

本学職員給与規程に則り、俸給及び諸手当（俸給の調整額、管理職手当、初任給調整手当、扶

養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当、 特地勤

務手当に準ずる手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、宿日直手当、休日勤務特別手当、 管理職員

特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、入試手当及び学位論文審査手当）としている。

期末手当については、基準額（俸給+俸給の調整額+扶養手当+地域手当+広域移動手当＋役職

段階別加算額+仮職加算額）に100分の125（12月期においては100分の125.8）を乗じ、 さらに基準

日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額 としている。

勤勉手当については、基準特になし額（俸給+俸給の調整額+地域手当+広域移動手当＋役職段

階別 加算額＋管理職加算額）に本学勤勉手当支給要項に定める基準に従って定める割合を乗じ

て 得た額としている。

一般職給与法が適用される国家公務員の給与改定を踏まえ、当該改定に準じて、4月1日に俸給

表の改定を実施、さらに、12月1日に、俸給額改定を行った。

また、12月期の期末手当、勤勉手当の支給率について、0.016箇月分の引き上げを実施した。

地域手当についても、一般職給与法が適用される国家公務員の給与改定を踏まえて、該当す

る地域における地域手当を改定した。
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② 職種別支給状況

うち通勤手当等

人 歳 千円 千円 千円 千円

321 50 8,619 6,176 102 2,443
人 歳 千円 千円 千円 千円

177 45.5 6,915 5,033 108 1,882
人 歳 千円 千円 千円 千円

141 55.7 10,819 7,651 94 3,168
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 51.5 5,726 4,193 86 1,533

人 歳 千円 千円 千円 千円

27 43.1 5,067 3,659 96 1,408
人 歳 千円 千円 千円 千円

11 53.2 4,608 3,267 100 1,341
人 歳 千円 千円 千円 千円

9 38.9 5,830 4,234 119 1,596
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 32.5 4,809 3,537 60 1,272

注１：常勤職員の医療職種（病院医師）及び医療職種（病院看護師）、非常勤職員の医療職種（病院医師）及び医療

職種（病院看護師）、在外職員、任期付職員及び再雇用職員については、該当者がいないため省略。
注2：「技能・労務職種」とは、林業作業等の技能的業務に従事する職員を示す。
注3：「年間給与額」は、時間外手当を除く給与の額

② 職種別支給状況（年俸制適用者）

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

191 46.6 10,369 7,726 93 2,643
人 歳 千円 千円 千円 千円

191 46.6 10,369 7,726 93 2,643

人 歳 千円 千円 千円 千円

56 42.9 6,693 6,693 112 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

44 40.5 6,841 6,841 80 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

9 50.8 5,657 5,657 263 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 55.2 7,628 7,628 140 0
注１：非常勤職員教育職種（大学教員）については、該当者が少数のため当該個人に関する情報が特定される

恐れのあることから、区分以外は記載せず、非常勤職員全体の数値からも除外している。
注2：その他教育職種（年俸制）とは、競争的資金等により雇用される年俸制の特任教員等を示す。
注3：その他事務・技術（年俸制）とは、競争的資金等により雇用される年俸制の職員等を示す。
注4：その他URA（年俸制）とは、競争的資金等により雇用される年俸制の職員等を示す。

その他事務・技術

非常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

令和７年度の年間給与額（平均）

常勤職員

総額

事務・技術

教育職種
（大学教員）

区分

技能・労務職種

うち賞与うち所定内平均年齢人員

その他URA（年俸制）

平均年齢
令和６年度の年間給与額（平均）

総額
うち所定内 うち賞与

その他教育職種

その他事務・技術

教育職種（大学教員）

教育職種
（大学教員）

非常勤職員

区分 人員

常勤職員
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③

注1：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

注2：年俸制適用者を含まない。以下、④まで同じ。

注3：教育職員（大学教員）の32-35歳、36-39歳の階層は4名以下のため、第1・第3分位は非表示とした。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）)〔在外職員及び再雇用職員
を除く。以下、⑤まで同じ。〕
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④

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

事務局長

部長 6 54.5 9,498

課長 14 53.8 8,826

室長・副課長 31 54.5 8,179

係長 71 47.8 6,805

主任 23 42.3 5,752

係員 32 28.7 4,853

注：事務局長は教育職員が兼務するため記載しない。

（大学教員）

平均
人 歳 千円

教授 72 59.0 12,069

准教授 50 52.9 9,790

講師 7 49.6 8,850

助教 12 51.1 7,650

⑤

（事務・技術職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

54.7 54.4 54.6

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

45.3 45.6 45.4

％ ％ ％

         最高～最低 49.5～43.0 50.3～43.3 48.8～43.6

％ ％ ％

54.4 54.4 54.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

45.6 45.6 45.6

％ ％ ％

         最高～最低 50.3～40.5 53.5～40.7 49.2～40.6

（大学教員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

51.8 51.8 51.8

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

48.2 48.2 48.2

％ ％ ％

         最高～最低 59.1～43.1 59.0～43.1 59.0～43.1

％ ％ ％

55.2 55.1 55.1

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

44.8 44.9 44.9

％ ％ ％

         最高～最低 50.3～42.5 50.3～43.0 50.3～43.0

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員））

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）
千円

9,673～9,279

9,689～6,777

9,035～5,485

7,790～5,367

6,907～4,652

5,316～4,396

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

千円

15,024～10,020

10,561～8,677

9,264～8,575

8,063～7,401

賞与（令和７年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員））

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

8



３ 給与水準の妥当性の検証等

事務・技術職員

○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指数 102.7

（注） 上記比較指数は、法人化前の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、令和7年度の

教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。

４ モデル給与

（扶養親族がいない場合）

事務・技術職員 教育職員

○22歳（大卒初任給） ○27歳（博士修了初任給）

月額232,000円 年間給与3,844,000円 月額336,900円 年間給与5,582,000円

○35歳（係長） ○35歳（准教授）

月額301,600円 年間給与5,841,000円 月額425,600円 年間給与8,355,000円

○50歳（室長・副課長） ○50歳（教授）

月額382,500円 年間給与8,148,000円 月額528,700円 年間給与10,510,000円

※扶養親族がいる場合には、扶養手当（子一人につき13,000円）を支給

５ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

（法人の検証結果）
【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 54％
国からの財政支出額： 9,328,000千円、
支出予算の総額： 17,242,000千円（令和7年度予算）

【検証結果】本学の対国家公務員指数及び参考指数（地域勘案、学歴勘案及び地
域・学歴間案）は全て100未満であることから、給与水準は適切であると考えられる。

今後も適切な給与水準の維持に努める。

内容
・年齢勘案 91.7
・年齢・地域勘案 92.4
・年齢・学歴勘案 90.7
・年齢・地域・学歴勘案 92.2
（参考）対他法人 106.6
該当なし

（文部科学大臣の検証結果）
法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業員の給与
等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、国家公務員と比べ
て給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性について、説明責任を果たすべ
きこととされている。（独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成25年12月
24日閣議決定））
当該法人は、国家公務員の給与及び民間企業の従業員の給与等を総合的に勘案
したうえで、職員の給与水準を設定しており、法人における給与水準の妥当性の検
証結果から、適切な対応が執られていると考える。引き続き、適切な給与水準の設
定に努めていただきたい。

講ずる措置

項目

給与水準の妥当性の
検証

国に比べて給与水準が
高くなっている理由

対国家公務員
指数の状況

昇給・昇格の実施及び勤勉手当の成績率の判定にあたっては、本学の人事評価制度による評価

の結果等を考慮している。
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Ⅲ 総人件費について

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ 定年制度及び60歳以上の職員の給与制度

Ⅴ その他

特になし

区 分

給与、報酬等支給総額
5,162,504 5,308,516 5,389,396 5,558,602

退職手当支給額
319,677 359,108 396,120 384,242

1,119,466

非常勤役職員等給与
1,511,022 1,633,459 1,597,483 2,174,591

福利厚生費

注：中期目標期間の開始年度分から当年度分までを記載する。

最広義人件費
7,996,929 8,415,224 9,236,9018,382,658

1,003,726 1,081,575 1,032,225

給与、報酬等支給総額は、前年度比3.2％増となっているが、これは令和6年及び令和7年人事院勧

告を受けて俸給の改定を行った結果、職員の給与額が全体的に増加したためと考えられる。

退職手当支給額は前年度比3.3％減となっている。退職手当支給人数が前年度比で36.4％減少した

が、役員経験者が支給対象者にいたことや定年及び早期退職による退職手当支給対象者人数には大

きな差がなかったことから、支給額への影響は限定的であった。

非常勤役職員等給与は前年度比35.3％増となっている。これは、令和7年人事院勧告を受けた俸給

改定に伴う給与単価改定のほか、補助金等の外部から受け入れる研究費等の増加により、これら経

費で雇用される非常勤職員や派遣職員が増えたためと考えられる。

なお、優れた研究業績を有する教授、若手教員及び学内施設教員を対象とする年俸制給与制度を

導入し、令和7年度末までに48名の教育職員に適用しているところである。この年俸制適用者の給与

には退職手当相当分が含まれているため、給与、報酬等支給総額にはこの年俸制適用者の退職金相

当分が含まれている。

また、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成29年11月17日閣議決定）に基づき、

平成30年1月15日から以下の措置を講ずることとした。

・役職員の退職手当について、支給水準の引下げを実施した。

・役員に関する講じた措置の概要：退職手当基本額の調整率を10.875/100 から10.4625/100に引き

下げた。

・職員に関する講じた措置の概要：退職手当基本額の調整率を87/100 から83.7/100 に引き下げた。

なお、規則改正にあたり、必要な会議に付議するなど所要の手続きを経る必要があったことから、

措置の 開始時期は、国家公務員に係る措置時期（平成30年１月１日）と異なる取扱いとした。

職員の定年年齢は65歳である。 教育職員については、すでに65歳になっているが、事務・技術職

員については、令和5年4月1日 から定年年齢が65歳となり、令和13年3月31日までの間に段階的に引

上げを行うこととなった。

なお、管理監督職の事務・技術職員は60歳年度の翌年度の4月1日から非管理監督職に役降りする

制度を設けているほか、基本給については7割水準とすることとした。

10


	Ⅰ 役員報酬等について
	Ⅱ 職員給与について
	Ⅲ 総人件費について
	Ⅳ 定年制度及び60歳以上の職員の給与制度
	Ⅴ その他



